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○ 国の施策紹介 

・マイキープラットフォームを活用した市民カード化構想の実現について

マイキープラットフォームを活用した市民カード化構想の実現についてご

紹介します。詳細につきましては、次ページ以降の別添をご覧いただきますよ

うお願いいたします。 

□ 別添 マイキープラットフォームを活用した市民カード化構想の実現

マイナンバーカード・インフォでは、国の施策や自治体の事例紹介など、マ

イナンバーカードの利用促進に関するお役立ち情報をお届けしておりま

す。デジタル庁のマイナンバーカード制度ページで紹介しておりますの

で、是非、マイナンバーカードの利用検討にお役立てください。

□ マイナンバー（個人番号）制度 自治体向けお役立ち情報ページ

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/local-

government/mynumbercard-user-list/

以 上

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/local-government/mynumbercard-user-list/
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/local-government/mynumbercard-user-list/


マイキープラットフォームを活用した市民カード化構想の実現
○ マイキープラットフォームは、現在、約７０団体の図書館サービスにおけるマイナンバーカードの利用基盤としても活用されている。
○ この機能を拡充し、図書館サービスのみならず、様々な自治体の窓口サービスにおけるマイナンバーカードの利用基盤として、活用でき
るようにする。 ⇒ 自治体の様々なサービスにおけるマイナンバーカードの利用（市民カード化構想）を推進する。

（※）PPID (Pairwise Pseudonymous Identifier：仮名識別子) とは、連携するシステムごと
にMKPFが生成してMNCに紐づけるユニークな仮名識別子(MKIDとは異なるID）。
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図書館システム

類型①：利用時に暗証番号の入力を求めていない対面サービスにおけるマイナンバーカード利用
○ 窓口対面サービスにおいて、行政サービスのカードの代替として、マイナンバーカードを利用できるようにする。（例：図書館カード）
（※）利用時に暗証番号の入力を求めていないサービスにおいて、自治体側で最も負担が少なくスピーディーに対応するためにマイキープ

ラットフォーム側で多くの機能を用意
登録時

利用時

図書館窓口

① 利用者が職員へ「マイナン
バーカードを図書館カードとし
て利用したい」旨、申出

利用者 職員 職員用ディスプレイ

各種メニュー
既存の図書館カードとマ
イナンバーカードの一体化

マイナンバーカードで新規
ユーザー登録

② 図書館システムへアクセスし、「マイナンバー
カードで新規ユーザー登録」を選択

図書館システム

④ 利用者が図書館に備付けの端末に表示された
内容に従って、ICカードリーダーにマイナンバーカード
を置き、次の２点を実施。
・ 氏名・住所・生年月日・性別を入力（生年月
日はMKPF上に登録）（券面事項入力補助
APを活用（４pin入力））
・ 電子利用者証明（４pin入力）
⑤ MKPF上で、PPIDを自動発行

MKPF

③情報連携

⑥氏名・住所・生
年月日・性別
及びPPIDを
連携

⑦ 連携された氏名等以外に必要な項目があれ
ば手動で登録

⑧ マイナンバーカード
の図書館カード化
完了

利用者用ディスプレイ

マイナンバーカードを読み
取ってください。

・
・
・

職員
利用者 利用者

① 住民が借りたい本を窓口
へ持参

利用者 職員

図書館窓口

② 住民が、図書館端末に併
設された ICカードリーダーにマ
イナンバーカードをかざす

利用者

MKPF

⑤ 職員が表示されたPPIDに
対応する利用者情報画面か
ら「貸出し」を選択

⑥ 貸出完了

利用者
職員用ディスプレイ

PPIDに対応する
利用者情報画面

貸出し

登録内容変更

④PPIDを
連携

図書館システム

職員

③ 対応するPPIDを
自動で照会

（※）電子証明書の有効性確
認を自動で実施
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類型①概要と対応事項

自治体

利用者

MKPF提供のカード読取りソフトが
インストールされた端末

連携IF

自治体対応事項（#1）
WindowsPC、カードリーダの調達
とカード読取りソフトインストール

ベンダ対応事項（#2,3）
連携処理を開始する画面導線と連携
処理の開発

MKPF JPKI

OCSP
レスポンダ

○類型①概要
・自治体システムは、マイキープラットフォーム（以降、MKPF）を利用してJPKI認証等で必要なカード読取り機能、証明書の検証機能等を実施可能。
・また、自治体システムは、利用者証明用電子証明書に紐づく、各サービス毎に固有のユーザ識別子（以降、 PPID）を取得可能
・上記により、自治体システムは利用者証明用電子証明書を管理せずに、MKPFから提供されるユーザ識別子（PPID）を元にユーザ識別が可能。

○自治体、システム開発ベンダにおける対応事項

# 担当 対応事項 内容

1 自治体
窓口端末用のWindowsPC、カードリーダ
の調達及び、MKPF提供のカード読取りソフ
トのインストール

・カード読取りソフトをインストールすることにより、JPKI認証等で必要なカード読取り機能、証明書の検証
機能等を利用可能 ※カード読取りソフトの提供方法は決定次第、公開予定

2

ベンダ

MKPF連携に係る画面UIの開発
MKPF連携を行うための画面UIを開発する
※カード読取りや、情報連携の同意に関する画面はMKPF側で表示するため、開発不要

3 サーバ間連携IFの開発

MKPFの以下機能を利用するための認証、認可API（認可コードフロー）を開発する
・PPID提供
・4情報提供
・CRLを使用した署名用電子証明書のステータス確認
・利用者証明用電子証明書の有効性確認

自治体システム
（図書館システム等）

各種メニュー

既存の図書館カードとマ
イナンバーカードの一体化

４



類型①（初回登録）の実現イメージ

登録画面

図書館システムにログ
以後、マイナンバーカー

ドの一体化登録を開始

マイナンバーカードの読取
を開始

メニューの選択

マイキープラットフォームシステム

ユーザフロー

イメージ

説明

ホーム画面 同意画面
・PPIDの連携
・4情報連携

同意する

連携同意カード認証、電子利用者証明、証明書有効性確認

情報連携に対する同
意を取得

図書館システム

登録

登録

図書館システム

図書館利用者

図書館

図書館来館

操作者 利用者 図書館職員図書館職員

図書館利用者は
図書館に来館し

図書館職員と
対面で申請する。

※WindowsPC限定、
スマホは非対応

非対面での初回登録も
可能

4情報の確認
追加情報を記載

4情報の確認及び4情報
以外に必要な追加情報を

入力し、登録ボタンを押下

券面入力補助AP

○利用者証明用電子証明書、
券面事項入力補助APのパスワードが同じ場合

○利用者証明用電子証明書、
券面事項入力補助APのパスワードが異なる場合

4PINを入力
・MKPFにて電子利用者証明、利用者証明用電子証明書の

有効性確認を実施
・券面事項入力補助APより4情報を取得

生年月日をMKPFに保存

○MKPFにてカード認証、利用者証明用電子証明書の有効性確認、情報連携に対する同意取得を実施

カード認証画面

カードを読み取る
マイナンバーカード
の一体化登録

５



図書館システムの画面
でマイナンバーカードで

ログインを開始

メニューの選択

マイキープラットフォームシステム

ユーザフロー

イメージ

説明

メニュー画面 ホーム画面

カード認証、証明書有効性確認、内部認証

図書館システムにログイン

図書館システム

ログイン完了

図書館システム

図書館利用者

図書館

図書館来館

操作者 利用者 図書館職員図書館職員

図書館利用者は
図書館に来館し

図書館職員と
対面で申請する。

※WindowsPC限定、
スマホは非対応

マイナンバーカードの読み取り
※対面においては、4PIN不要であり、

MKPFにて利用者証明用電子証明書の有効性確認を実施
初回登録時に取得した生年月日を元に、券面事項確認APに

よる内部認証を実施し、カードの真正性を確認

予約

貸し出し状況

貸し出し

○MKPFにてカード認証、利用者証明用電子証明書の有効性確認、内部認証を実施

カード認証画面

カードを読み取る
内部認証

マイナンバーカードで
ログイン

IDとPWでログイン

類型①（ログイン、利用）の実現イメージ

６



図書館システム等 MKPF

CRL
（証明書失効リスト）

JPKI

CRL
（証明書失効リスト）

①連携

電子証明書MKID

④有効な場合
MKID・PPIDを発行

PPIDPPID

CRL方式

OCSP方式

図書館システム等 MKPF JPKI

③有効性確認
結果連携

電子証明書MKIDPPIDPPID 図書館ID

OCSPレスポンダ
④有効な場合MKID・PPIDを発行

有効性
確認
API

③電子証明書

⑤ 有効性確認結果・PPIDを連携

有効性
確認
API

②電子証明書

⑤ 有効性確認結果・PPIDを連携

利用者

② アクセス

利用者

① アクセス

図書館ID

類型②：マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効性確認機能の利用
○ 図書館システム等で読み取った利用者証明用電子証明書について、MKPFのAPIを利用し、JPKIへの有効性確認を実施できるよう
にする。

○ 具体的には、利用者証明用電子証明書を用いて、CRL方式又はOCSP方式のいずれかで有効性確認を実施。
⇒ 「有効」の場合：PPIDを図書館システム等へ連携

７



自治体

# 担当 対応事項 内容

1

ベンダ

カード読取り機能の開発

利用者証明用電子証明書の読み取り、署名検証の機能を開発する。
マイナンバーカードの4情報を取得する場合は、券面事項入力補助AP等の読み取り機能を開発する。
JPKI利用者ソフト（利用者クライアントソフト）や、デジタル庁のマイナポータルアプリ等を利用してカード読
み取り機能の開発工数削減が可能。

2 MKPF連携に係る画面UIの開発
MKPF連携を行うための画面UIを開発する
※類型②では、カード読取りや、情報連携の同意に関する画面も開発が必要

3 サーバ間連携IFの開発

MKPFの以下機能を利用するための認証、認可API（クライアントクレデンシャルズフロー）を開発する。
・PPID提供
・CRLを使用した署名用電子証明書のステータス確認
・利用者証明用電子証明書の有効性確認

利用者

○類型②概要
・自治体システムは、MKPFを利用してマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効性確認を実施可能。
・また、自治体システムは、利用者証明用電子証明書をMKPFに送付することで、各サービス毎に固有のユーザ識別子（以降、PPID）を取得可能。
・ 上記により、自治体システムは利用者証明用電子証明書を管理せずに、MKPFから提供されるユーザ識別子（PPID）を元にユーザ識別が可能
○自治体、システム開発ベンダにおける対応事項

自治体にて用意したカード読取り
ソフトがインストールされた端末

ベンダ対応事項（#1）
カード読取り機能の開発

ベンダ対応事項（#2,3）
連携処理を開始する画面導線と連携
処理の開発

連携IF

自治体システム
（図書館システム等）

MKPF JPKI

OCSP
レスポンダ

各種メニュー

既存の図書館カードとマ
イナンバーカードの一体化

類型②概要と対応事項
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自治体システムにログ
以後、マイナンバーカー

ドの一体化登録を開始

マイナンバーカードの読み取り
4PINを入力し、電子利用者証明を実施

メニューの選択

システム

ユーザフロー

イメージ

説明

ホーム画面

カード認証、電子利用者証明

マイナンバーカード
の一体化登録

自治体システム

登録画面

登録

登録

利用者

操作者

対面、非対面、
PC、スマホ等、

利用環境に制限なし

登録ボタンを押下

同意画面
・証明書連携

同意する

情報連携に対する
同意を取得

MKPF

証明書有効性確認連携同意

利用者証明用
電子証明書の
有効性確認

自治体システム

○MKPFにて利用者証明用電子証明書の有効性確認を実施

○カード認証、MKPF利用に係る同意や、利用者証明書の連携に係る同意の取得については自治体システムにて実施

カード認証画面

カードを読み取る

利用者証明用電子証
明書の有効性を確認

し、PPIDを返却

利用者

類型②（初回登録）の実現イメージ
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自治体システムの画面
でマイナンバーカード

でログインを開始

メニューの選択ユーザフロー

イメージ

説明

メニュー画面 ホーム画面

カード認証

自治体システムにログ
インし、操作を継続

自治体システム

ログイン完了

利用者

操作者

マイナンバーカードの読み取り
4PINの有無は自治体システム

毎に異なる

XXXX

YYYY

ZZZZ

MKPF

証明書有効性確認

自治体システム

利用者証明用
電子証明書の
有効性確認

カード認証画面

カードを読み取る

対面、非対面、
PC、スマホ等、

利用環境に制限なし

利用者証明用電子証
明書の有効性を確認

し、PPIDを返却

利用者

マイナンバーカードで
ログイン

IDとPWでログイン

○MKPFにて利用者証明用電子証明書の有効性確認を実施

○カード認証については自治体システムにて実施

システム

類型②（ログイン、利用）の実現イメージ
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MKPF機能一覧

○：提供あり、ー：提供無しMKPFが提供する機能は以下の通りです。

# 区分 機能名称 概要
類型
①

類型
②

1
カード読取りソフト
（インストーラ形式）

マイナンバーカード読取り機能
MKPFよりインストーラー形式で提供。WindowsPC端末にインストールして使用す
る。提供方法は決定次第、公開予定。

○ ー

2

API

PPID提供
利用者証明用電子証明書に紐づく自治体システム毎に異なるユーザ識別子（PPID）
をMKPFから提供する。

○ ○

3 4情報提供
マイナンバーカードの券面事項入力補助APから読み取った4情報をMKPFから自治
体システムへ提供する。

○ ー

4
CRLを使用した署名用電子証明書のステー
タス確認

署名用電子証明書が失効した場合（失効事由：記載事項変更）は、4情報に変更があ
るため、住所変更等の可能性がある。
MKPFから、署名用証明書のステータスを返却することで、自治体システムにて住所
変更の可能性を検知し、登録情報の確認等に利用する。

○ ○

5 利用者証明用電子証明書の有効性確認 利用者証明用電子証明書のステータスをMKPFより自治体システムに提供する。 ○ ○
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